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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】擁壁の全体強度を効果的に向上させることがで
き、さまざまな気象環境における施工に適応可能とする
ことができる接続ユニットを備える擁壁構造を提供する
。
【解決手段】接続ユニットを備える擁壁構造は、多数の
バッグユニット１１を積み重ねて構成する壁体１、隣接
するバッグユニット１１の間に位置し、連接作用を備え
る接続ユニット２を備え、接続ユニット２は、基板、及
び基板上下表面の突出物により構成し、接続ユニット２
に位置する基板とバッグユニット１１との間には、補強
層３を設置し、補強層３は、セメント或いは粘着剤（接
着剤など）などの材料を採用し、接続ユニット２の基板
とバッグユニット１１との間に増設する補強層３の設計
を十分に利用し、擁壁の全体強度を効果的に向上させる
ことができ、さまざまな気象環境における施工に適応可
能とすることができる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
多数のバッグユニットを積み重ねて構成する壁体、隣接するバッグユニットの間に位置し
、連接作用を備える接続ユニットを備える、接続ユニットを備える擁壁構造であって、
前記接続ユニットは、基板、及び前記基板上下表面の突出物により構成し、
前記接続ユニットに位置する基板と前記バッグユニットとの間には、補強層を設置するこ
とを特徴とする、接続ユニットを備える擁壁構造。
【請求項２】
前記接続ユニットの基板上には、前記補強層を浸透させる多数の貫通孔を設置することを
特徴とする、請求項１に記載の接続ユニットを備える擁壁構造。
【請求項３】
前記補強層は、セメント層或いは粘着剤層であることを特徴とする、請求項２に記載の接
続ユニットを備える擁壁構造。
【請求項４】
前記バッグユニットの一層或いは数層ごとのバッグユニットの間には、補強ネットを敷設
し、前記補強ネットは、前記接続ユニットの基板と前記補強層に密着し、しかも前記基板
上の突出物は、前記補強ネットのネットホールを貫通することを特徴とする、請求項１ま
たは３に記載の接続ユニットを備える擁壁構造。
【請求項５】
前記バッグユニットは、物入れバッグであることを特徴とする、請求項１または２に記載
の接続ユニットを備える擁壁構造。
【請求項６】
前記物入れバッグ中には、充填物と植物種子とを充填することを特徴とする、請求項５に
記載の接続ユニットを備える擁壁構造。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は擁壁構造に係り、特に補強層を設置した接続ユニットを備える擁壁構造に関する
。
【背景技術】
【０００２】
周知のように、擁壁とは、道路の土手或いはスロープなどの土壌流失が起き易い場所に設
置するもので、擁壁構造により、土壌流失を防止し、その場所の堅固性と安全性を確実に
することができる。現在、擁壁の設置方式と種類は非常に多いが、最も伝統的な方式は、
工事場所に鉄筋を敷設後、コンクリートを流し込み、固化させるものである。しかし、こ
の種の擁壁の施工では、工事が大規模になり、施工の難易度が高くなる。しかも、コンク
リートの固化に比較的長い時間が必要であるため、施工期間が長くなってしまうという問
題もある。さらに、コンクリート製擁壁構造を覆う土壌には限界があり、しかもそれも風
水の侵蝕により流失し易いため、緑化効率が劣り、保水と土壌保持における困難を引き起
こしている。
【０００３】
上記した従来のコンクリート製擁壁構造の欠点を解決するため、一般的には、バッグを積
み重ねる方法が用いられている。バッグ内には、砂・泥を充填し、しかもバッグの縦方向
及び横方向における連結を強化するため、従来の方式では、隣接するバッグ間を接続ユニ
ットにより連接し、こうしてバッグ間は干渉により安定的に固定される。バッグと接続ユ
ニットに関する特許内容は、特許文献１、及び本考案出願人による特許文献２、特許文献
３が掲示する数層の砂・泥バッグにより構成する擁壁構造を参照されたい。
【０００４】
しかし実施過程において、本出願人は、簡単な接続構造を用いて、隣接するバッグを固定
して接続する方式では、それが形成する擁壁構造の全体強度が高くないことを発見した。
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従来の擁壁構造では、暴風雨、砂嵐などの劣悪な環境に対抗することができず、壁体はし
ばしば損壊を受け、施工機関に極めて重大な困難を及ぼしている。本考案は、従来の擁壁
構造の上記した欠点に鑑み、各種気象環境に適応可能な高強度の擁壁構造を提供するもの
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】中華人民共和国特許第ＺＬ２００６２００５４７３６．８号
【特許文献２】中国人民共和国特許第ＺＬ２００４２００６６７６０．４号
【特許文献３】台湾特許第Ｍ２７３５９６号
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
本考案が解決しようとする課題は、補強層の設計を増設することで、擁壁構造の全体強度
を向上させることができるとともに、さまざまな気象環境における施工に適応可能な接続
ユニットを備える擁壁構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するため、本考案は下記の接続ユニットを備える擁壁構造を提供する。接
続ユニットを備える擁壁構造は、多数のバッグユニットを積み重ねて構成する壁体、隣接
するバッグユニットの間に位置し、連接作用を備える接続ユニットを備え、該接続ユニッ
トは、基板、及び該基板上下表面の突出物により構成し、該接続ユニットに位置する基板
と該バッグユニットとの間には、補強層を設置し、該接続ユニットの基板上には、該補強
層を浸透させる多数の貫通孔を設置し、該補強層は、セメント層或いは粘着剤層で、該バ
ッグユニットの一層或いは数層ごとのバッグユニットの間には、補強ネットを敷設し、該
補強ネットは、該接続ユニットの基板と該補強層に密着し、しかも該基板上の突出物は、
該補強ネットのネットホールを貫通し、該バッグユニットは、物入れバッグで、該物入れ
バッグ中には、充填物と植物種子を充填する。
【考案の効果】
【０００８】
本考案に係る接続ユニットを備える擁壁構造は、従来の技術と比較すると、接続ユニット
の基板とバッグユニットとの間に補強層の設計を増設し、擁壁の全体強度を効果的に向上
させることができ、さまざまな気象環境における施工に適応可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本考案の第一実施例の模式図である。
【図２】図１の局部を拡大した構造模式図である。
【図３】本考案の接続ユニットの立体外観構造模式図である。
【図４】本考案の第二実施例の模式図である。
【図５】図４の局部を拡大した構造模式図である。
【図６】本実施例の接続ユニットの立体外観構造模式図である。
【図７】本考案の第三実施例の模式図である。
【図８】図７の局部を拡大した構造模式図である。
【図９】本実施例の補強ネットの外観構造模式図である。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１０】
以下に図面を参照しながら本考案を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００１１】
本考案第一実施例の構造模式図である図１～図３に示すように、接続ユニットを備える擁
壁構造は、複数のバッグユニット１１、縦方向に隣接するバッグユニット１１間に設置す
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る接続ユニット２、バッグ１１と接続ユニット２との間に位置する補強層３により構成さ
れる。
【００１２】
バッグユニット１１は、通気性と通水性を備え、しかも充填物が漏れ出さない不織布など
の材料を用い、手縫い、或いは機械により縫製して製造し、これにより、水はバッグユニ
ット１１内に容易に滲入可能となる。各複数のバッグユニット１１は、横方向に排列し、
及び縦方向に積み重ね、壁体１を形成する。バッグユニット１１は基本的には、物入れバ
ッグで、緑化用途に使用しない時には、内部には砂/泥を充填することができる。
【００１３】
各物入れバッグをプランティングバッグとして使用する必要がある時には、内部に充填物
を充填すれば良い。充填物は、植物が成長可能な材料、或いは吸水材料、或いは両者の混
合物である。植物が成長可能な材料は、土壌或いは有機土壌で、吸水材料は、吸水樹脂で
ある。植物種子は、充填物内に混ぜることができ、植物が成長可能な材料及び吸水材料に
より、植物種子の成長時に必要な養分及び水分を提供し、植物を成長させ、緑化の効果を
達成することができる。
【００１４】
接続ユニット２は、縦方向に隣接するバッグユニット１１間に設置し、連接作用を備える
。接続ユニット２は、基板２１、及びその上、下表面の突出物２２により構成する。しか
も、基板２上には、貫通孔構造を備えない（図３参照）。
【００１５】
補強層３は、接続ユニット２の基板２１とバッグユニット１１との間に設置する。補強層
３は、セメント或いは粘着剤材料（接着剤など）を採用するため、補強層３を利用するこ
とで、バッグユニット１１間の固定接続効果を最適とすることができる。こうして、バッ
グユニット１１を積み重ねる壁体１の強度は、確実に向上し、さまざまな気象環境におけ
る施工に適応可能となる。
【００１６】
隣接するバッグユニット１１の間に位置し、連接作用を備える接続ユニット２は、基板２
１、及び基板２１上、下表面の突出物２２により構成する。接続ユニット２の基板２１と
バッグユニット１１との間には、補強層３を設置する。補強層３は、セメント或いは接着
剤材料を採用するため、補強層３により、バッグユニット１１間の固定接続を向上させる
ことができる。こうして、バッグユニット１１を積み重ねる壁体１の強度は、確実に向上
し、さまざまな環境における施工に適応可能となる。
【００１７】
本考案第二実施例の構造模式図である図４～図６に示すように、本実施例と前記第一実施
例の相違点は、第一実施例の貫通孔が無い方式とは異なり、接続ユニット２の基板２１上
に、複数の貫通孔２１１を開設する点である。各貫通孔２１１は、補強層３の材料である
セメント或いは粘着剤（接着剤など）を浸透させるための設計で、これにより補強層３は
各貫通孔２１１を通過後、隣接するバッグユニット１１の間に位置する。こうして、バッ
グユニット１１を積み重ねる壁体１に、十分な強度を持たせることができる。
【００１８】
本考案第三実施例の構造模式図である図７～図９に示すように、壁体１の強度をさらに堅
固とするため、上記した第一、二実施例中の一層或いは数層ごとにバッグユニット１１の
間に補強ネット４を敷設する。補強ネット４は、接続ユニット２の基板２１と補強層３に
密着する。補強層３は、同様に、セメント或いは接着剤材料を採用する。同時に、基板２
１上の突出物２２は、補強ネット４のネットホール４１を貫通する。
【００１９】
上記したように、本考案は、接続ユニットの基板とバッグユニットとの間に増設した補強
層の設計を十分に利用し、擁壁構造の全体強度を向上させられ、さまざまな気象環境にお
ける施工に適応可能とすることができる。さらに、各バッグユニット内部には、充填物を
充填し、充填物は、植物が成長可能な材料及び吸水材料の混合物である。植物が成長可能
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合され、こうして、植物が成長可能な材料及び吸水材料により、植物の成長に必要な養分
及び水分を提供し、緑化の実施に利することができる。
【００２０】
上記の本考案名称と内容は、本考案の技術内容の説明に用いたのみで、本考案を限定する
ものではない。本考案の精神に基づく等価応用或いは部品（構造）の転換、置換、数量の
増減はすべて、本考案の保護範囲に含まれるものとする。
【産業上の利用可能性】
【００２１】
本考案は実用新案の登録要件である新規性を備え、従来の同類製品に比べ十分な進歩性を
有し、実用性が高く、社会のニーズに合致しており、産業上の利用価値は非常に大きい。
【符号の説明】
【００２２】
１　　　壁体
１１　　バッグユニット
２　　　接続ユニット
２１　　基板
２１１　貫通孔
２２　　突出物
３　　　補強層

【図１】

【図２】
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【図５】

【図６】
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